
別記様式（第３条関係） 

開催記録 

名 称 町民懇談会 

開催日時   平成 25 年 5 月 29 日 19 時から 21 時まで 

開催場所 赤沢地区公民館 

出席者 

【役場】 
 町長、鈴木まちづくり政策課長、長嶺生涯学習課長補佐、渡部主任主査、

鈴木主任主査 
【町民】14 名 

議 題 
○公共施設整備検討について 
○第 3 次総合計画に向けたまちづくりについて 

資料の名称 
○公共施設整備検討に関する庁内検討報告 
○第 2 次総合計画ダイジェスト版 

記録方法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

内容 

《公共施設整備検討についての質疑》 

Ｑ 高田中央地区非農用地の面積はどのくらいあるのか？ 
Ａ 7.6ｈa を取得、うち 0.6ｈa を認定こども園として利用しており、7.0ｈa が残地と

して残っている。 
Ｑ モデルケース３の跡地の利用法としては、現在、町中に駐車場が無くて困っている。

駐車場（トイレ付き）として活用するのがいいのでは？ 
Ａ ご意見として承る。 
Ｑ 合併して大きな公共施設ができるのではと期待していた。いろいろな案があるが、

次の世代まで使用できるような、しっかりした良いものを作ってほしい。 
Ａ ご意見として承る。 
Ｑ 公民館の事業のなかで、健康体操教室を実施している。ミニプール教室などを実施

してはどうだろうか？水中での運動は体に負担をかけず、老人にとっては非常によい

ものである。そのためのプールを建設してもいいのではないか？ 
Ａ 具体的な施設内容については、方針決定後に、あらためて町民参加手続きを実施し、

検討することになると思われる。 
 



Ｑ 高田中央地区非農用地であれば、旧高田地区であり、赤沢地区からは便利な場所と

なる。分庁舎等ではなくて一体的に総合庁舎として建設することが望ましい。 
Ａ ご意見として承る。 
Ｑ 総合庁舎化した場合に、本郷・新鶴地区の住民から理解が得られるのか？学校から

離れてしまうと、小・中学生や高校生の図書館利用が難しくなっていくのではない

か？ 
Ａ このあと本郷・新鶴地域での懇談会も予定している。そのなかで様々なご意見を伺

っていくこととなる。利用についてのデメリットについては、課題として認識してお

り、その解決策を模索していくこととなる。 
Ｑ 合併特例債の延長期間は 10 年なのか？公民館の改築の費用にかかる補助金は

15,000 千円しか出ないのか？ 
Ａ 当初は合併後 10 年間だったが、議員立法により 5 年の延長が決定した。さらに、

東日本大震災を契機に被災市町村はさらに 5 年延長が可能となった。複合文化施設の

補助金の内容については、建設する内容によって見込める補助金が違うため、現時点

では確実に見込める金額だけ算入している。 
Ｑ 避難所の拠点とした場合に補助金は見込めないのか？ 
Ａ 確実に見込めるものだけ算入しているため、今回の検討では見込んでいない。実際

に建設するとなれば、さまざまな補助金を活用していくこととなる。 
 

《第３次総合計画策定に向けたまちづくりについての質疑》 

Ｑ 現在の総合計画に基づき、しっかり実施していただければ問題ない。 
Ａ 計画に基づきしっかりと取り組んでいく。 
Ｑ 小学校の放課後でのスクールなど実施しているが、これらを地区の公民館ではでき

ないのか？ 
Ａ 放課後児童クラブとしては、希望者を対象に学校単位で実施しており、地区公民館

での実施は難しい。 
 

《その他》 

Ｑ 旧赤沢幼稚園のお遊戯室を地域活動に利用させていただけないか？ 
Ａ 生涯学習課で文化財の収納場所として利用しており、現在お遊戯室は空いている

が、文化財の集中管理を考えており、こんごはお遊戯室にも保管していくこととなる

ため、地域活動の場として提供は難しい。 
Ｑ いつまで保管することになるのか？ 
Ａ いつまでとは決まっていないが、今回検討している複合文化施設に保管できれば、

移動することは考えられる。 
 



Ｑ もともと赤沢には幼稚園や小学校があったため、子供たちが放課後に自由に遊べる

場所があった。現在は統合により場所が無くなり、道路で遊んでいる子どもたちの姿

がみられる。 
Ａ 課題として承る。 
Ｑ 伊佐須美神社やお文殊様など、昔から比べると活気が無くなってきている。これら

について町として方策はあるのか？ 
Ａ 伊佐須美神社では新神殿の建築を予定しており、これが完成すれば門前町とあわせ

て活気がでてくることが期待できる。 

 


